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ご存知ですか！！ 確定申告とマイナンバー
平成２９年２月１６日〜３月１５日に提出する平成２８年分の
確定申告書からマイナンバーを記載するようになります。
これがマイナンバーを記載することになる初めての確定申告となります。
個人での申告の場合は、１２桁のマイナンバー（個人番号）を確定申告書に記載
すれば OK です。ちなみに個人番号は１２ケタ、法人番号は１３ケタです。

  記載対象 一般的な場合

所得税 平成 28 年１月１日の属する

年分以降の申告書

平成 28 年分の場合⇒  平成 29 年 2 月 16 日から

3 月 15 日まで（贈与税の場合は２月１日から）贈与税

消費税
平成 28 年１月１日以降に開

始する課税期間に係る申告書

平成 28 年分の場合⇒  平成 29 年 1 月 1 日から

3 月 31 日まで

相続税
平成 28 年１月１日以降の相

続又は遺贈に係る申告書

平成 28 年 1 月 1 日に相続があったことを知った場合

⇒ 平成 28 年 11 月 1 日まで

申請書・ 届出書
平成 28 年１月１日以降に提
出する番号の記載が必要とな
る申請書等

各税法に規定する、提出すべき期限 

◇主な税務関係書類のマイナンバー記載時期

❶ 平成 28 年分の申告書（一般的に平成 29 年２月 16 日から３月 15 日までの確定申告期に提出するもの）
から、納税者のマイナンバー（個人番号）を記載して提出します。 

❷ 納税者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても、記
載が必要です。 

❸ 提出する際には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となります。
・ 納税者のマイナンバーカード（個人番号カード）の写し 
・ 納税者の通知カードの写し及び運転免許証などの写真付身分証明書の写し 
※ 控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象

配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認します。 

❹ 確定申告書第三表、第四表、第五表や青色申告決算書、収支内訳書、各種計算明細書には「個人番号」
欄は追加されません。

ポイント 

あわら市商工会だより  1



4  あわら市商工会だより このページは商工会の会員専用です

　ネットde記帳は、インターネットを利用したシステムで、一般のソフトと同様、伝票入力や決算、各種申告書作成等が 
【いつでも】【どこでも】【誰にでも】簡単に行える経理システムです。
　ネットde記帳は、商工会等において操作方法等のサポートを行っていることに加え、身近な商工会による記帳・経理等
の指導が受けられるということが最大の特徴です。

◆簡単操作で申告まで！
　分かりやすい入力画面で決算書や所得税申告書、消費税申告書まで作成可能。電子申告も行えます。

◆わかるまで・できるまでしっかりサポート
　お客様と同じ画面を見ながらのアドバイスや、付箋機能を利用した質問受付などにより、丁寧にサポートします。

◆メンテナンスフリー
　クラウドサービスなので、ソフトのインストールやバージョンアップといった面倒な作業が一切発生しません。

ネットde記帳は商工会推奨の経理システムです

※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

福井県の最低賃金が改正されました
【 福井労働基準監督署 】

月々の費用分負担も少ないので、ぜひご活用ください！
ネットde記帳の詳細については、商工会までお問い合わせください。

時間額 732円
発効年月日 2015/10/01

税制改正に対応 建設業・不動産業
・農業にも対応

安全安心の
データ保護

　経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し５０万円を上限に
補助金（補助率：２／３）が出ます。
・ 雇用を増加さする取り組み、または買い物弱者対策に取り組む事業者、あるいは海外展開に取り組む事業者について

は上限額が１００万円になります。
・ 複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、上限額が１００万円～５００万円

になります。＊連携小規模事業者数によります。

《対象となる販路開拓・販促活動の取り組み例》

小規模事業者持続化補助金事業 募集中です

時間額 754円
発効年月日 2016/10/01

①広告宣伝
・�新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・�
配布する

②集客力を高めるための店舗改装
・�幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバー�
サルデザイン化

③商談会・展示会への出展
・�新たな販路を求め、国内外の展示会・見本市へ出展
する

④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
・�新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを�
一新する

お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８


